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(57)【要約】
【課題】光ファイバ通信システムにおける光信号の波長
分散特性を補償する可変分散補償器を提供することを目
的としている。
【解決手段】チャープグレーティングが形成された光フ
ァイバ２と、光ファイバ２を載置する温調体３と、表面
に光ファイバ２の光軸２ａ方向に沿って複数のヒータ４
が配設され、複数のヒータ４上に温調体３を載置するヒ
ータ基板５と、複数のヒータ４に電力を供給し、複数の
ヒータ４の温度を個別に制御するヒータ温度制御装置７
と、を備えたもので、効率良く光ファイバ伝送路の分散
特性を補償することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャープグレーティングが形成された光ファイバと、
　前記光ファイバを載置する温調体と、
　表面に前記光ファイバの光軸方向に沿って複数のヒータが配設され、前記複数のヒータ
上に前記温調体を載置するヒータ基板と、
　前記複数のヒータに電力を供給し、前記複数のヒータの温度を個別に制御するヒータ温
度制御装置と、
を備えたことを特徴とする可変分散補償器。
【請求項２】
　温調体が、内壁が曲面を持つ管状もしくは樋状温調体で構成され、前記光ファイバを前
記内壁に載置するものであることを特徴とする請求項１に記載の可変分散補償器。
【請求項３】
　光ファイバの光軸方向に対応する温調体の熱抵抗が、前記光ファイバの光軸方向に対応
するヒータ基板の熱抵抗よりも大きいことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
可変分散補償器。
【請求項４】
　光ファイバの分散特性を調整するように複数のヒータの温度を制御することを特徴とす
る請求項１から請求項３のいずれかに記載の可変分散補償器。
【請求項５】
　温調体に温度検知器設け、前記温度検知器からの信号により複数のヒータの温度を制御
することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の可変分散補償器。
【請求項６】
　ヒータ基板のヒータ面の反対面にはヒートスプレッダが取り付けられ、また、前記ヒー
トスプレッダには温調素子が取り付けられており、前記温調素子により前記ヒータ基板の
温度を室温よりも高く設定することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載
の可変分散補償器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバ通信システムにおける光信号の波長分散特性を補償する可変分散
補償器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバ伝送路に用いた光通信システムでは、光ファイバの持つ波長分散特性（以下
、分散特性と称する）により光パルスの波形が歪むため、信号の劣化を生じる。これは、
波長の異なる光パルスの波束の群速度が異なるためで、光パルスの波束が一定距離を伝搬
するのに要する時間、すなわち群速度遅延（単位ｐｓ）が異なるためである。この群遅延
時間の波長に対する傾きが分散（単位ｐｓ／ｎｍ）である。通常の光ファイバ伝送路に用
いられるシングルモードファイバ（ＳＭＦ）では、波長１，５５０ｎｍ近辺では、伝送路
１ｋｍ当たり、約１６ｐｓ／（ｎｍ・ｋｍ）の分散値を有する。これは、波長が１ｎｍ異
なる光パルスが１ｋｍのＳＭＦを伝搬するのに要する群遅延時間の差が１６ｐｓという意
味であり、例えば、波長が１ｎｍ異なる光パルスが１００ｋｍの光ファイバを伝搬した場
合の群遅延時間は、１００倍の１，６００ｐｓとなる。
【０００３】
　一方、変調された光パルスは、変調方式やビットレートにより決まるいくつかの線スペ
クトルの広がりを持ち、その包絡線はガウス分布型となる。例えば、ＲＺ（Ｒｅｔｕｒｎ
　ｔｏ　Ｚｅｒｏ）方式では、ビットレート（伝送速度）１０Ｇｂｐｓの場合には、それ
ぞれの線スペクトルの間隔は、０．０８ｎｍであるが、ビットレート４０Ｇｂｐｓの場合
０．３２ｎｍとなる。すなわち、線スペクトルの広がりはビットレートに比例して増大す
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る。また、ＮＲＺ（Ｎｏｎ　Ｒｅｔｕｒｎ　ｔｏ　Ｚｅｒｏ）変調方式では、ＲＺ変調方
式における線スペクトルの半分の広がりとなる。このようにビットレートが高くなるに従
い、光パルスの成分である線スペクトルの間隔が広がるため、光ファイバ伝送路を伝搬し
たときの群遅延時間の差が大きくなり光パルスの歪みが増大する。また、光パルスが受け
る光ファイバ伝送路の分散特性の影響はビットレートの二乗に比例して大きくなる。この
ため、光ファイバ伝送路の分散特性を相殺する分散特性を有するデバイスを伝送路に挿入
し、全体として分散を零に近づける、すなわち、分散補償することが求められ、いくつか
の分散補償器が提案されている。
【０００４】
　特許文献１による可変分散補償器では、基板上に保持され、入力される所定波長の光信
号をブラッグ反射するグレーティングが形成されている光導波路（光ファイバ）と、基板
上にグレーティングに近接して設けられたヒータと、ヒータを制御してグレーティングに
所定の温度分布を付与する温度制御装置とを備え、基板の熱伝導率ｋは５Ｗ／（Ｋ・ｍ）
以下であり、基板の厚みは（０．０１８×ｋ）ｍｍ以上であって、（０．４６×ｋ）ｍｍ
以下の範囲内とされている。各ヒータに印加する電圧を制御することにより屈折率が変化
し、チャープグレーティングでのブラッグ反射波長を変化させることにより分散値を可変
にできる可変分散補償器が提案されている。
【０００５】
　また、特許文献２による可変分散補償モジュールでは、チャープグレーティングが形成
されたグレーティング部を含む少なくとも１つの光ファイバと、光ファイバのグレーティ
ング部の光軸方向温度分布を調節する温度制御機構を備えている。温度制御機構は、光フ
ァイバの光軸方向に沿って配列された複数の発熱／吸熱素子と、発熱／吸熱素子の各々と
光ファイバのグレーティング部の外周面との間に配置された熱伝導手段（複数の金属リン
グ）とを有しており、複数の金属リングを用いて温度調整を行うことにより分散特性を補
償する可変分散補償モジュールが提案されている。
【特許文献１】特開２００４－２５８４６２号公報
【特許文献２】特開２００４－３３４０５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の可変分散補償方法においては、光ファイバのチャープグレーティ
ング部のブラッグ反射波長を調整するため、離間させて配置された加熱源で直接光ファイ
バを加熱しているため、チャープグレーティング部の光軸方向に要求される線形の温度プ
ロファイルを形成する際、階段状の温度リップルを発生させてしまう。この温度リップル
は、光学特性を劣化させ、その結果、光信号の大幅な劣化を引き起こすという問題点があ
った。
【０００７】
　本発明は、上述のような問題点を解決するためになされたものであり、光ファイバのチ
ャープグレーティング部に線形の温度プロファイルを与え、光信号の劣化を引き起こさな
い可変分散補償器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る可変分散補償器は、チャープグレーティング
が形成された光ファイバと、光ファイバを載置する温調体と、表面に光ファイバの光軸方
向に沿って複数のヒータが配設され、複数のヒータ上に温調体を載置するヒータ基板と、
複数のヒータに電力を供給し、複数のヒータの温度を個別に制御するヒータ温度制御装置
と、を備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、光ファイバとヒータとの間に温度をなだらかにする温調体を設け、加
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熱する光ファイバのチャープグレーティング部の温度プロファイルを線形に維持すること
により、光学特性の劣化がなく、光信号の劣化を引き起こさない可変分散補償器を提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態に係る可変分散補償器について説明する。
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１における可変分散補償器を示す概略断面図である。図２
は、実施の形態１における可変分散補償器を示す概略斜視図である。
　図１および図２に示すように、可変分散補償器１のチャープグレーティング部を持つ光
ファイバ２は、温調体である管状温調体３の内壁に接した状態で載置され、管状温調体３
は表面に光ファイバ２の光軸方向２ａに沿って離間して配設された複数のヒータ４を持つ
ヒータ基板５上に載置され、また、接着剤６により管状温調体３はヒータ基板５に接着固
定され、これら複数のヒータ４には、電力を供給し、温度を個別に制御するヒータ温度制
御装置７が接続され、さらに、管状温調体３にはその温度を検出する温度検出器８が取り
付けられ、温度検出器８で検出された温度情報からヒータ温度制御装置７によって個々の
ヒータ４－１～４－ｎに印加する電圧が調整される（なお、図２においては、ヒータ４と
ヒータ温度制御装置７間の配線の一部が省略されている）。
【００１１】
　次に、図１から図５を用いて実施の形態１における可変分散補償器１の構成と動作につ
いて説明する。
　前述したように、光ファイバ伝送路は固有の波長分散特性を持っており、伝送距離とと
もに光パルスが歪み、信号が劣化する。これを補償するために、波長分散特性と逆の分散
特性を与えて相殺させ、光パルスの劣化を抑えるものが（波長）分散補償器である。これ
は、光ファイバ伝送路の長さや光波長に依存するため、これらの状況に応じて補償分散特
性を変化させる必要がある。本発明は光ファイバのチャープグレーティングとヒータとに
より高性能な可変分散補償器を実現しようとするものである。
【００１２】
　ヒータ基板５の表面には光ファイバ２の光軸方向２ａに沿って、複数のヒータ４が配置
されている。ヒータ温度制御装置７から個々のヒータ４－１～４－ｎに独立に要求される
分散補償電圧９を印加することにより、管状温調体３を介して光ファイバ２のチャープグ
レーティング部（管状温調体３の長さにほぼ相当する光ファイバ２の部分に形成されてい
る）に所定の温度プロファイルを与えることができる。例えば、図３では、各ヒータ４－
１～４－ｎ毎に階段状に少しずつ増加する電圧を印加する場合を示す。ここで、温度検出
器８は、グレーティング部の中央部１０の位置に設置されている。図４は、ヒータ４に図
３（ａ）に示す電圧を印加した場合の光ファイバ２のチャープグレーティング部の温度プ
ロファイルを示す。ここでは、６０ｍｍ長のチャープグレーティング部に対して２４個の
ヒータ４を配した場合である。図４によると光ファイバ２とヒータ４との間に温度をなだ
らかにする管状温調体３がある場合には、温度プロファイル１２にリップルが少なく、ほ
ぼ直線的に変化するのに対して、管状温調体３がなく光ファイバ２を直接ヒータ４で加熱
する場合には、温度プロファイル１３は階段状に大きなリップルが生じる。ヒータ４の数
が少なくなれば、さらにリップルの変化は大きくなる。このことから、管状温調体３によ
り離散的に配置されたヒータ４の温度をなだらかにし、光ファイバ２に与えられる温度プ
ロファイルでのリップルを抑制する働きをしていることが分かる。
【００１３】
　次に、図４に示す温度プロファイルを光ファイバ２のチャープグレーティング部に与え
た場合の光波長（ｎｍ）に対する群遅延時間（ｐｓ）の関係を図５に示す。リップルの大
きい温度プロファイル１３をチャープグレーティング部に与えた場合、群遅延特性１５に
リップルが生じる。これに対して、リップルの小さい温度プロファイル１２の場合には、
群遅延特性１４にリップルがほとんど現れない。群遅延リップルがあると、光信号の伝送
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特性を大きく劣化させる要因となる。実際に伝送シミュレータで計算すると上述のリップ
ルのある温度プロファイル１３では、約３ｄＢのペナルティが発生する。これに対して、
リップルの少ない温度プロファイル１２の場合では、ペナルティが０．５ｄＢ以下と良好
な群遅延特性１４を示すことが明らかになった。
【００１４】
　例えば、管状温調体３として熱伝導率が高く、肉厚のものを使用した場合、光ファイバ
２の光軸方向２ａの熱伝導性が高く、ヒータ４で形成した温度プロファイルが管状温調体
３によって平坦化されてしまうため、分散特性の可変幅が小さくなってしまう。また、同
じ分散特性の可変幅を得るためにはヒータ４の消費電力の増大につながる。そこで、可変
分散補償器１として良好な光学特性を得るために管状温調体３に要求される特性としては
、材質、肉厚が所定の値である必要がある。そこで、次に、熱抵抗の考え方を用いて図６
と図７により温調体に要求される条件を導く。熱抵抗は、熱の伝わり難さを抵抗値として
表したもので、値が大きいほど熱が伝わり難い。電気抵抗と同じ考え方である。
【００１５】
　図６に管状温調体３とヒータ基板５の略断面図を示す。管状温調体３の熱抵抗をＲ３、
ヒータ基板５の熱抵抗をＲ５とした場合、Ｒ３がＲ５より十分大きければ、つまり、光フ
ァイバ２の光軸方向２ａへの管状温調体３の熱の伝わり方が、ヒータ基板５の光軸方向２
ａへの熱の伝わり方より十分小さければ、ヒータ基板５で形成される温度プロファイルに
影響されることがない。
【００１６】
　次に、管状温調体３とヒータ基板５に要求される条件について検討する。図７に、管状
温調体３とヒータ基板５の寸法を記載した。管状温調体３の内半径をｒ３ａ、外半径をｒ
３ｂ、長さをＬ３、熱伝導率をγ３とし、ヒータ基板５の幅をＷ５、厚さＴ５、長さＬ５
、熱伝導率γ５とする。ヒータ４は、薄膜ヒータを使用した場合を想定し、熱容量が非常
に小さいため計算上は無視した。
　このとき、管状温調体３の熱抵抗Ｒ３は以下の式で求めることができる。
　　　Ｒ３＝Ｌ３／（（ｒ３ｂ２－ｒ３ａ２）×π×γ３）　　　　　（１）
また、同様にヒータ基板５の熱抵抗Ｒ２は以下の式で求めることができる。
　　　Ｒ５＝Ｌ５／（Ｗ５×Ｌ５×γ５）　　　　　　　　　　　　（２）
式（１）、式（２）で求めたＲ３とＲ５に関し、
　　　Ｒ３＞＞Ｒ５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
が成立する条件を満たす形状が必要である。
【００１７】
　一例として、管状温調体３の内半径ｒ３ａを０．５１ｍｍ、外半径ｒ３ｂを０．８１ｍ
ｍ、長さＬ３を７５ｍｍ、熱伝導率γ３を１６．３Ｗ／（ｍ・Ｋ）とし、また、ヒータ基
板５の幅Ｗ５を３ｍｍ、厚さＴ５を１ｍｍ、長さＬ５を７５ｍｍ、熱伝導率γ５を１．３
５Ｗ／（ｍ・Ｋ）として、計算した。その結果、式（１）より、Ｒ３は３，６９８ｋΩ、
式（２）よりＲ５は１８ｋΩとなる。Ｒ３の方が２桁以上大きいことから、上記条件の寸
法、材料は式（３）を満足し、適用可能である。
　上記条件では、管状温調体３をＳＵＳ管（ステンレス管）と想定し、熱伝導率を１６．
３Ｗ／（ｍ・Ｋ）とした。また、ヒータ基板５は石英製を想定した。管状温調体３は熱抵
抗を大きくする方が望ましい。そのため、なるべく外径が小さく、内径が大きく、熱伝導
率の低いものが望ましい。しかし、熱伝導率の低い樹脂などでは、加工精度に限界があり
、極細管を製造するのが難しくなる。
【００１８】
　温調体の材質としては、強度や製造の容易さの点で、金属管が適しているといえる。し
かし、金属は熱伝導率が高い。そのため、熱伝導率が比較的小さい金属が望ましい。その
点、ＳＵＳ管は、熱伝導率が１６．３Ｗ／（ｍ・Ｋ）と金属の中では比較的に小さく、加
工性にも優れており、また、注射針などの用途で大量生産されているため、製造コストも
安いというメリットがあるため、最適な材料といえる。ただし、ヒータ基板の寸法、材質
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によっては、他の材料でも可能であり、ＳＵＳ管に限定されるものではない。
【００１９】
　また、管状温調体３として石英製の管を用いた場合、肉厚が薄く、強度的に弱く破損し
やすくなるが、ヒータ基板５にも石英製を用いる場合には、管状温調体３とヒータ基板５
の線膨張係数が一致するため、両者に応力が発生せず長期的に接着強度が安定するという
メリットもある。したがって、十分な強度が確保できる寸法であれば石英製管状温調体も
上記熱伝導条件を満たす限りにおいて、適している材料のひとつである。
【００２０】
　複数のヒータ４を配設したヒータ基板５では、具体的には、例えば石英基板上に窒化タ
ンタル（ＴａＮ、Ｔａ２Ｎ）やクロム（Ｃｒ）などで薄膜ヒータを形成したものを用いる
ことができる。薄膜ヒータは、ＰＬＣ（Ｐｌａｎｅｒ　ｌｉｇｈｔｗａｖｅ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔｓ）型光スイッチやアレイ導波路型合分波器などで広く使用されており、信頼性が高
く安価に製造が可能である。
【００２１】
　実施の形態１では、光ファイバ２のチャープグレーティング部は管状温調体３に挿入、
載置されているのみで、光ファイバ２と管状温調体３とは接着剤で接合されていないが、
光ファイバ２は管状温調体３の内壁底面の曲面により動きが抑制された状態で保持される
ので、接着剤を使用した場合に生じる接着剤の硬化に伴う収縮応力やヒータ４の熱による
接着剤の膨張に伴う応力が光ファイバ２にかからず、チャープグレーティングの分散特性
に影響を与えることがないという特長を持っている。光ファイバ２が温調体でより安定し
て保持されるよう、管状温調体３や樋状温調体３ａ，３ｂの内壁の半径Ｒと光ファイバの
半径ｒの比（Ｒ／ｒ）は２から５であることが望ましい。
【００２２】
　光ファイバ２のチャープグレーティング部を管状温調体３にしっかりと固定するため、
接着剤を使用してもよいが、ヒータ４での発熱が高い効率でチャープグレーティング部に
伝わるため、消費電力の低減や温度の安定化を図ることができる。しかし、接着剤は、硬
化する際に大きな収縮を伴う。この収縮に伴う応力がチャープグレーティング部に加わり
、接着前と接着後では光学特性に変化を生じさせる。すなわち、分散特性に変化を生じさ
せてしまう。そこで、接着前と接着後のチャープグレーティングの分散特性の変化を予め
評価しておき、このことを考慮して予め光学設計しておくとよい。また、光ファイバの温
度上昇に伴う接着剤の膨張によっても光学特性の変化が生じる。これは、光ファイバが純
度の高い石英でできており、線膨張係数が０．５×１０－６と極めて小さいのに対して、
接着剤の線膨張係数は、例えばシリコーン系の接着剤でも通常約２．０×１０－４程度で
あり、２桁の差があるためである。従って、可変分散補償器は、常に温度をかけた状態で
動作しているため、接着剤が大きく膨張し、この膨張に伴って応力が常にチャープグレー
ティング部に加わることを考慮しておく必要がある。
【００２３】
　温度検出器８を一箇所設置する場合には、温度検出器８の位置をチャープグレーティン
グ部の中央部１０に配置することにより、図３（ｂ）で示すような特性の異なる分散補償
電圧１１が必要な場合に対しても、印加電圧変更の際に、個々のヒータに印加する電圧（
図示せず）の変化を最小に抑えることができ、分散特性の変化に対して速い応答を実現す
ることができる。
【００２４】
　このように、実施の形態１の可変分散補償器によると、温度を緩和する温調体を介して
滑らかな温度プロファイルを光ファイバのチャープグレーティング部に加えることにより
温度リップルがなく、優れた分散補償特性を実現することができ、また、ヒータに印加す
る電圧を変えることにより温度プロファイルを自由に変化させることができるので、光フ
ァイバの分散特性に応じて、調整することができる可変分散補償特性を実現することがで
きる。
【００２５】



(7) JP 2010-26296 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

　なお、上記実施の形態１では、温調体に管状温調体３を使用する場合について述べたが
、図８に示すように内壁に曲面を持つ樋状温調体３ａ，３ｂであってもよい。例えば、図
８（ａ）に示す管の側面の一部が開放されたものであってもよい（図８では、ヒータ温度
制御装置および温度検出器は図示せず。）。また、図８（ｂ）に示す外面が方形で、内壁
が曲面を持つものであってもよく、これによれば、樋状温調体３ｂとヒータ４との接触性
が向上し、固定安定性にも優れ、ヒータ４の熱を樋状温調体３ｂに効率よく伝えることが
できる。また、温調体３の内壁は必ずしも円弧である必要はなく、光ファイバを安定的に
載置できる曲面であればよい。さらに、温調体は、必ずしも管状や樋状でなくてもよく、
板状であってもよい。この場合は、チャープグレーティング部と温調体は管状温調体の場
合の説明で述べたように接着剤で固定すればよく、接着剤による応力の影響による分散特
性を考慮した設計をしておけばよい。
【００２６】
　実施の形態２．
　図９は、本発明の実施の形態２における可変分散補償器を示す概略斜視図である。図１
０は、ヒータの抵抗値変化と温度との関係を示す図である。図１１は、ヒータ番号と印加
電圧の関係を示すものである。
　図９に示すように、可変分散補償器１においては、管状温調体３の温度を検出する温度
検出器８ａ，８ｂが管状温調体３の両端部に取り付けられ、温度検出器８ａ，８ｂで検出
された温度（図１１の１６，１７の位置に相当）からヒータ温度制御装置７によって個々
のヒータ４－１～４－ｎに印加する電圧が調整される（図９では、ヒータ４とヒータ温度
制御装置７間の配線の一部を省略している）点を除いて、図２の実施の形態１で示すもの
と同様であるので説明を省略する。なお、図２と同一符号は、同一または相当部分を示す
。
【００２７】
　次に、実施の形態２の可変分散補償器の動作について説明する。図１０に示すようにヒ
ータ４の抵抗値は温度が上昇するに従って、２５℃での抵抗値を１００％とすると、２５
０℃では抵抗値が９６％までに減少する。この例は、薄膜ヒータとして、窒化タンタル（
ＴａＮ）を用いた場合を示す。このように２５℃での測定値を元に発熱量を計算し、ヒー
タに所定の電圧を印加しても、所望の温度にならない。また、管状温調体３の中央部１０
一箇所で温度を測定して制御をかけた場合、温度によりヒータ４の抵抗値が変わることに
より、中央部１０で合わせても、正確に分散特性を補償する温度プロファイルを形成する
ことは困難である。そこで、実施の形態２では、図９に示すように、管状温調体３の２箇
所の温度を測定することにより、分散特性を補償する方法を採用し、光ファイバ２のチャ
ープグレーティング部の両端に対応する管状温調体３の両端部１６，１７に設けられた温
度検出器８ａ，８ｂで測定された温度から分散特性を補償するのに必要なヒータ４の印加
電圧９を決定し、個々のヒータ４－１～４－ｎに印加する電圧を調整することができるの
で、光ファイバ２のチャープグレーティング部に分散特性を補償するのに必要な温度プロ
ファイルが形成されるように精度よく加熱することができる（図１１）。これにより、光
ファイバ伝送路で伝送される光信号の分散特性を相殺し、歪みの少ない高速光パルス伝送
を実現することができる。
【００２８】
　このように、実施の形態２の可変分散補償器によると、温度を緩和する温調体を介して
滑らかな温度プロファイルを光ファイバのチャープグレーティング部に加えることにより
温度リップルがなく優れた分散補償特性を実現することができ、また、ヒータに印加する
電圧を変えることにより温度プロファイルを自由に変化させることができるので、光ファ
イバの分散特性に応じて、調整する可変の分散補償特性を実現することができるという実
施の形態１の効果の他に、さらに、温調体の両端部の２箇所に温度検出器を設けたことに
より、チャープグレーティングによる分散特性の補償に必要な温度プロファイルに精度よ
く合わせることができ、優れた分散補償特性を実現することができるといった従来にない
顕著な効果を得ることができる。
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【００２９】
　実施の形態３．
　図１２は、本発明の実施の形態３における可変分散補償器を示す概略断面図である。図
１３は、実施の形態３における可変分散補償器を示す概略斜視図である。
　図１２および図１３に示すように、可変分散補償器１のチャープグレーティング部を持
つ光ファイバ２は、温調体である管状温調体３内に載置され、管状温調体３は光ファイバ
２の光軸方向２ａに沿って離間して配設された複数のヒータ４を持つヒータ基板５上に載
置され、さらに、接着剤６により接着固定され、これら複数のヒータ４は、電圧を印加し
、温度を個別に制御するヒータ温度制御装置７に接続され、また、管状温調体３にはその
温度を検出する温度検出器８が取り付けられ、温度検出器８で検出された温度情報からヒ
ータ温度制御装置７によって個々のヒータ４－１～４－ｎに印加する電圧が調整される（
なお、図１３では、ヒータ４とヒータ温度制御装置７間の配線の一部を省略している）。
さらに、ヒータ基板５の管状温調体３の載置面の反対面にはヒートスプレッダ１８が配設
され、ヒートスプレッダ１８には温調素子１９が取り付けられており、温度検出器２０に
より検出された温度情報によりヒートスプレッダ１８の温度を制御するヒートスプレッダ
温度制御装置２１に接続されている。なお、図１及び図２と同一符号は、同一または相当
部分を示す。
【００３０】
　次に、実施の形態３の可変分散補償器の動作について図１２から図１４を用いて説明す
る。分散特性を補償するために要求される光ファイバ２のチャープグレーティング部に加
えられる温度プロファイルを生成するのに必要とされるヒータ４に印加される分散補償電
圧９は、周囲温度によって変わる。これに対して、ヒートスプレッダ１８の温度を一定に
制御しておくことにより、ヒータ４の印加電圧は一定となり安定し、制御し易くなる。そ
こで、ヒートスプレッダ温度制御装置２１を用いて、温調素子１９によりヒートスプレッ
ダ１８の温度を室温以上に設定することにより、光ファイバ２のチャープグレーティング
部の温度を調節する際に必要とされるヒータ４の分散補償電圧９は、図１４に示すように
、温調素子１９によるヒートスプレッダ１８の加温分２２を除いた加熱追加分の電圧をヒ
ータ４に印加するだけで済み、チャープグレーティング部の温度の変動が少なく、微調整
が容易になるとともに、速い応答で、安定した制御を実現することができる。なお、管状
温調体３の温度検出器８は中央部でなくてもよく、実施の形態２のように管状温調体３の
両端部に設けてもよい。
【００３１】
　ヒートスプレッダ１８としては、ヒータ基板５の温度を均一化する役割があるため、熱
伝導率の高い材料が望ましい。具体的には銅（Ｃｕ：約４００Ｗ／ｍ・Ｋ）やアルミニウ
ム（Ａｌ：約２４０Ｗ／ｍ・Ｋ）などの金属が適している。温調素子１９としては、例え
ばペルチェ素子が利用できる。ヒートスプレッダ温度制御装置２１は、温度検出器２０に
よって検出された温度により温調素子１９を制御し、ヒートスプレッダ１８の温度が常に
一定となるように制御を行う。このため、周囲温度が変化してもヒートスプレッダ１８の
温度は変化しない。したがって、温調素子１９は、ヒータ基板５を室温以上に加温するだ
けでなく、一定の温度に安定させて、ヒータ４によるチャープグレーティング部の温度の
調整を容易にしている。
【００３２】
　このように、実施の形態３の可変分散補償器によると、温度を緩和する温調体を介して
滑らかな温度プロファイルを光ファイバのチャープグレーティング部に加えることにより
、温度リップルがなく優れた分散補償特性を実現することができ、また、ヒータに印加す
る電圧を変えることにより、温度プロファイルを自由に変化させることができるので、光
ファイバの分散特性に応じて、調整する可変の分散補償特性を実現することができるとい
う実施の形態１の効果の他に、さらに、温調素子により、室温以上に加温しておくことに
より、ヒータによる温度の微調整が容易になるとともに速い応答特性が得られる効果も有
する。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】実施の形態１における可変分散補償器を示す概略断面図である。
【図２】実施の形態１における可変分散補償器を示す概略斜視図である。
【図３】実施の形態１における可変分散補償器でのヒータ番号と印加電圧の関係を示す図
である。
【図４】実施の形態１における可変分散補償器でのチャープグレーティング部位置と温度
プロファイルの関係を示す図である。
【図５】実施の形態１における可変分散補償器での光波長と群遅延時間の関係を示す図で
ある。
【図６】実施の形態１における可変分散補償器での管状温調体とヒータ基板の熱抵抗を示
す図である。
【図７】実施の形態１における可変分散補償器での熱抵抗計算モデルを示す概略斜視図で
ある。
【図８】実施の形態１における可変分散補償器での樋状温調体を示す図である。
【図９】実施の形態２における可変分散補償器を示す概略斜視図である。
【図１０】実施の形態２における可変分散補償器でのヒータの抵抗値の温度依存性を示す
図である。
【図１１】実施の形態２における可変分散補償器でのヒータ番号と印加電圧の関係を示す
図である。
【図１２】実施の形態３における可変分散補償器を示す概略断面図である。
【図１３】実施の形態３における可変分散補償器を示す概略斜視図である。
【図１４】実施の形態３における可変分散補償器でのヒータ番号と印加電圧の関係を示す
図である。
【符号の説明】
【００３４】
　　１　可変分散補償器
　　２　光ファイバ
　　２ａ　光軸方向
　　３　管状温調体
　　３ａ，３ｂ　樋状温調体
　　４，４－１，４－２，・・・，４－ｎ　ヒータ
　　５　ヒータ基板
　　７　ヒータ温度制御装置
　　８，８ａ，８ｂ，２０　温度検出器
　　１８　ヒートスプレッダ
　　１９　温調素子
　　２１　ヒートスプレッダ温度制御装置
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